1． 沿　　　　　　革

　昭和２２年　５月　３日　　　・地方自治法第１５８条の規定により、総務部に人事、統計、

　　　　　　　　　　　　　　　　地方、議事、渉外、調査、会計の７課を設置

　昭和２２年　６月　１日　　　・税務課を新設

　昭和２２年　８月１５日　　　・職員課を新設

　　　　同　　　上　　　　　　・知事室から文書課を移管

　昭和２３年１１月１８日　　　・教育課を新設

　昭和２４年　８月１２日　　　・教育課を教育室に改称

　昭和２４年１０月１９日　　　・大手前会館を新設

　昭和２４年１０月２０日　　　・税務課を税務第一課、税務第二課に分割

　昭和２５年　４月　１日　　　・税務長及び税政課を新設

　　　　同　　　上　　　　　　・教育室を教育課に改称

　昭和２５年　６月　１日　　　・府税事務所（北、福島、東、西、天王寺、南、大淀、東成、

　　　　　　　　　　　　　　　　生野、城東、阿倍野、西成、堺、布施）を設置

　昭和２６年　４月　９日　　　・大淀府税事務所を淀川府税事務所に改称

　昭和２７年　４月　１日　　　・渉外課を外務課に改称

　　　　同　　　上　　　　　　・調査課を廃止

　昭和２８年　２月　１日　　　・議事課を庶務課に改称

　　　　同　　　上　　　　　　・会計課を管財課に改称

　昭和２８年１１月３０日　　　・浪速寮を新設

　昭和３５年　７月　１日　　　・税務第一課、税務第二課を統合し、課税課を設置

　　　　同　　　上　　　　　　・用度課を新設

　昭和３８年　８月　１日　　　・企画部新設に伴い、統計課及び教育課を移管

　昭和３８年　８月　１日　　　・職員長を新設

　昭和３８年　８月　７日　　　・給与課を新設

　　　　同　　　上　　　　　　・職員課を厚生課に改称

　　　　同　　　上　　　　　　・行政調査課を新設

　昭和３９年１０月１７日　　　・職員研修所を新設

　昭和４０年　４月　８日　　　・庶務課を財政課に改称

　　　　同　　　上　　　　　　・国際博覧会推進本部事務局を新設

　昭和４０年　４月　８日　　　・行政調査課を法制調査課に改称

　昭和４０年　９月１５日　　　・国際博覧会推進本部事務局を万国博覧会準備事務局に改称、

　　　　　　　　　　　　　　　　庶務部庶務課及び事業部事業第一課、事業第二課を新設

　昭和４１年　４月１６日　　　・寝屋川自動車税事務所、和泉自動車税事務所を新設

　昭和４１年１０月１８日　　　・万国博覧会協力局新設に伴い、万国博覧会準備事務局庶務

　　　　　　　　　　　　　　　　部庶務課及び事業部事業第一課、事業第二課を移管

　昭和４２年　２月　１日　　　・布施府税事務所を東大阪府税事務所に改称

　昭和４２年　３月３１日　　　・大手前会館を廃止

　昭和４２年　４月２４日　　　・寝屋川自動車税事務所及び和泉自動車税事務所を自動車税

　　　　　　　　　　　　　　　　事務所及び同和泉支所に改称

　昭和４５年　４月　１日　　　・自動車税事務所及び同和泉支所を大阪自動車税事務所及び

　　　　　　　　　　　　　　　　和泉自動車税事務所に改称

　昭和４７年　４月　１日　　　・地方事務所を廃止し、府民センター及び府税事務所（７カ

所）を設置

　　　　同　　　上　　　　　　・寝屋川自動車税事務所を新設

　昭和５１年　４月２６日　　　・厚生課を職員厚生課に改称

　昭和５３年　４月　１日　　　・人事課、給与課、職員厚生課を統合し、人事課、職員課を

設置

　　　　同　　　上　　　　　　・法制調査課と文書課を統合し、法制文書課を設置

　昭和５７年　４月　１日　　　・外務課を旅券事務所に改称、商工部に移管

　昭和５８年１０月　１日　　　・和泉自動車税事務所なにわ支所を新設

　昭和６０年　３月３１日　　　・浪速寮を廃止

　平成　元年　４月　１日　　　・庁舎周辺整備室を新設

　平成　４年　４月　１日　　　・行政管理監を新設

　平成　６年　３月３１日　　　・府民センターを廃止

　平成１０年　３月３１日　　　・庁舎周辺整備室を廃止

　平成１０年　４月　１日　　　・知事直轄から消防防災安全課を移管

　　　　同　　　上　　　　　　・企画調整部から情報政策課を移管し、情報システム推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　に改称

　　　　同　　　上　　　　　　・地方課を市町村課に改称

　平成１１年　５月　１日　　　・行政改革室を新設

　平成１２年　４月　１日　　　・府税事務所（２１所）を１２所に再編

　平成１２年　４月１７日　　　・行政改革室に行政改革課と法人指導課を新設

　　　　同　　　上　　　　　　・人事課と職員課を人事室に再編し、人事室に企画課・人事

　　　　　　　　　　　　　　　　課・厚生課を新設

　　　　同　　　上　　　　　　・職員研修所を本庁（人事室）へ統合

　　　　同　　　上　　　　　　・税政課と課税課を税務室に再編し、税務室に税政課・指導

　　　　　　　　　　　　　　　　課、検税課を新設

　　　　同　　　上　　　　　　・庁舎周辺整備室を用度課から分離し庁舎周辺整備課を新設

　　　　同　　　上　　　　　　・防災室を新設

　平成１３年　４月　１日　　　・行政改革室の法人指導課を出資法人課に改称

　　　　同　　　上　　　　　　・情報システム推進課を行政改革室に統合し、室内課として
　　　　　　　　　　　　　　　　設置

　平成１４年　４月　１日　　　・総務部行政改革室の情報システム推進課をIT推進課に
　　　　　　　　　　　　　　　　再編

　　　　同　　　上　　　　　　・総務部庁舎周辺整備課を廃止

　　　　同　　　上　　　　　　・総務部防災室の消防防災安全課を廃止し、危機管理課
　　　　　　　　　　　　　　　　及び消防救助課を設置

　平成１５年　４月　１日　　　・人事室の厚生課を廃止し、企画課を企画厚生課に再編

　　　　同　　　上　　　　　　・総務サービス整備課を新設

　平成１５年　５月３０日　　　・防災室を危機管理室に改称

　平成１６年　４月　１日　　　・総務サービス整備課を廃止し、総務サービス課を設置

　　　　同　　　上　　　　　　・用度課を庁舎管理課に改称

平成１７年　４月　１日　　　・危機管理室に保安対策課を設置（生活文化部から移管）
平成１８年　４月　１日　　　・法制文書課を法務課に改称

　　　同　　　上　　　　　　・管財課を財産活用課に改称

　　　同　　　上　　　　　　・危機管理室の消防救助課を消防防災課に改称

　　　同　　　上　　　　　　・統計課を設置（企画調整部から移管）
平成１９年　４月  １日　　　・行政改革室を改組し、行政改革課、出資法人課、ＩＴ推

　　　　　　　　　　　　　　　 進課をそれぞれ単独課として設置
　　　同　　　上　　　　　  ・地方自治法改正に伴う会計管理者の設置により、契約局を
設置（局内に契約総務課、契約第一課、契約第二課、技術
検査課を設置）
平成２１年　４月　１日
　　　・出資法人課を行政改革課へ統合

同　　　上　　　　　　・税務室の指導課と検税課を統合し、徴税対策課を設置

同　　　上　　　　　　・危機管理室を政策企画部へ移管

同　　　上　　　　　　・契約局の契約第一課、契約第二課、技術検査課を統合し、契約第一課、契約第二課を設置

同　　　上　　　　　　・消防学校を政策企画部へ移管

平成２２年　４月　１日　　　・出資法人課を新設

同　　　上　　　　　　・契約局の契約第一課を建設工事契約課に、契約第二課を委託物品契約課に改称

　平成２３年　４月　１日　　　・大手前・森之宮まちづくり課を新設
　　　　　　　　　　　　　　　・契約局の契約総務課、建設工事契約課、委託物品契約課を統合し、総務委託物品課、建設工事課を設置

　　　　　　　　　　　　　　　・府営印刷所を廃止
　平成２４年　４月　１日　　　・出資法人課を行政改革課へ統合

　　　　　　　　　　　　　　　・総務サービス課を人事室の室内課として設置

　　　　　　　　　　　　　　　・大手前・森之宮まちづくり課を庁舎周辺整備課に改称

平成２５年　４月　１日　　　・財政課、行政改革課、税務局、財産活用課、府税事務所（中央、なにわ北、なにわ南、三島、豊能、泉北、泉南、南河内、中河内、北河内、大阪自）を財務部の設置に伴い移管
　　　　　　　　　　　　　　・人事室を人事局に改称
平成２９年　４月　１日　　　・庁舎管理課及び庁舎周辺整備課を再編し、庁舎室を設置するとともに、室内課として庁舎管理課及び庁舎整備課を設置
・ＩＴ推進課をＩＴ・業務改革課に名称変更（財務部行政改革課から業務改革に関する業務を移管）
令和　２年　４月　１日　　　・ＩＴ・業務改革課をスマートシティ戦略部の設置に伴い廃止
令和　４年　４月　１日　　　・市町村課を１局２課の市町村局に再編
令和　６年　４月　１日　　　・人事局を改組し、企画厚生課、人事課、総務サービス課をそれぞれ単独課として設置
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